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佐用町要綱第１１号

自治会集会施設整備事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱

自治会集会施設整備事業費補助金交付要綱（平成18年佐用町要綱第７号）の一部

を次のように改正する。

第３条第１項本文中「及び高齢者等対策整備工事」を「、高齢者等対策整備工事

及び照明設備のＬＥＤ化」に改め、同項に後段として次のように加える。

また、照明設備のＬＥＤ化に係る補助金の交付は、原則として１集会所につき

１回限りとする。

第３条に次の１項を加える。

５ 照明設備のＬＥＤ化とは、集会施設内の照明をＬＥＤに交換する工事、及びＬ

ＥＤ照明機器の購入にかかる経費、その他町長が特に必要と認めるものとする。

第４条に次の１項を加える。

６ 照明設備のＬＥＤ化を行う場合の補助の額は、第２項の規定にかかわらず工事

費が１件40万円を限度として、査定額の50％以内を補助する。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


